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企業のメンタルヘルス対

策の取組状況 

 

◆長引くコロナ禍によるメ

ンタルヘルスの問題 

新型コロナの影響で、様々

な面からメンタルヘルスの

問題が取り沙汰されること

が増えてきました。長引くコ

ロナ禍により不安や孤独を

感じる人も多いのではない

でしょうか。働く人にとって

は、労働環境がガラッと変化

したことで、メンタルに影響

を受けている人も少なくな

いようです。 

 

◆小規模の事業所では約半

数で対策がとられていない 

厚生労働省が公表した令

和３年「労働安全衛生調査

（実態調査）」の結果によれ

ば、メンタルヘルス対策に取

り組んでいる事業所の割合

は、労働者数 50 人以上の事

業所で 94.4％（令和２年調査

92.8％）、30～49人の事業所

で 70.7％（同 69.1％）、10～

29 人の事業所で 49.6％（同

53.5％）となっています。 

取組内容（複数回答）をみ

ると、「ストレスチェックの

実施」がその大半を占めてお

り、実施が義務化されていな

い小規模の事業所ではメン

タルヘルス対策がとられて

いない割合が約半数という

結果になっています。 

 

◆仕事や職業生活に関する

強いストレスがある人は５

割 

また、同調査によれば、現

在の仕事や職業生活に関し

て強い不安やストレスとな

っていると感じる事柄があ

る労働者の割合は 53.3％（令

和２年調査 54.2％）となって

います。ストレスとなってい

ると感じるその内容（主なも

の３つ以内）としては、「仕

事の量」が 43.2％で最も多

く、「仕事の失敗、責任の発

生等」（33.7％）、「仕事の

質」（33.6％）、「対人関係

（セクハラ・パワハラを含

む。）」（25.7％）が続いて

います。 

 

◆実効性のある対策の必要

性 

調査では、過去１年間にメ

ンタルヘルス不調により連

続１カ月以上休業した労働

者または退職した労働者が

いた事業所の割合は 10.1％

（令和２年調査 9.2％）との

結果も出ています。 

実効性のあるメンタルヘ

ルス対策を講じていくこと

は、企業の人材確保の面でも

重要な課題であるといえる

でしょう。 

【厚生労働省「令和３年 労

働安全衛生調査（実態調査）

結果の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/to

ukei/list/dl/r03-46-

50_gaikyo.pdf 

 

最低賃金 過去最大の引

上げにどう対応する？ 

 

◆令和４年度最低賃金は過

去最大の引上げ 

８月２日、厚生労働省が

公表した令和４年度地域別

最低賃金額改定の目安は、

同審議会公益委員の見解と

して示された 3.3％を基準と

した結果、30～31 円という



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去最大の引上げとなりま

した。 

 

◆目安を上回る額の改定を

決定するところも 

これを踏まえて各都道府

県の地方審議会における改

正の議論が行われ、８月９

日までに、27 の都道府県で

答申もしくは公示が行われ

ています。 

このうち、茨城県、兵庫

県、佐賀県、熊本県では、

中央最低賃金審議会が答申

した額を上回る 32 円の引上

げを決定しています。ま

た、北海道のように目安が

30 円のところ、31 円の引上

げを決定したところもあり

ます。 

 

◆中小企業向けの支援策

は？ 

一方、中央最低賃金審議

会では、企業物価指数が

９％超の水準で推移する中

で多くは十分な価格転嫁が

できず厳しい状況であるこ

と、特に中小企業・小規模

事業者の賃金支払能力の点

で厳しいものとなったとの

受止めはされています。 

そのため、答申におい

て、中小企業向けの支援策

に関する政府に対する要望

も盛り込まれています。 

 

◆業務改善助成金の動向に

要注目 

具体的には、業務改善助

成金について、原材料費等

の高騰にも対応したものと

するなどより実効性ある支

援の拡充、また、最低賃金

が相対的に低い地域におけ

る重点的な支援の拡充等が

挙げられています。 

具体的な内容はまだ明ら

かにされていませんが、昨

年度は、最低賃金引上げに

対応した業務改善助成金特

例コースの受付が、令和４

年 1 月 13 日に開始されま

した。 

最低賃金額の改定は令和

４年 10 月以降となりま

す。こうした支援策の動向

にも注目しておくとよいで

しょう。 

 

【厚生労働省「令和４年度

地域別最低賃金額改定の目

安について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_27195.html 

 

 

9 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

～当事務所より一言～ 

真夏も過ぎ去り秋へと

季節も移り変わってきま

すが、季節の変わり目は体

調を崩しやすいので、無理

の来ないように気を付け

て下さい。 

と言ってる私自身もつ

いついアマゾンプライム

ビデオなどを寝る前に見

てしまい夜更かしをした

りして寝不足になったり

してます。 

ちなみに私の人生いち

押しの映画は 

マットデイモン主演 

「グッド・ウィル・ハンテ

ィング旅立ち」1997 年 

 

 

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


